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総  説

周産期メンタルヘルスの今後の発展すべき方向性
―産科と精神科における多職種連携―

Future Directions for Development of Perinatal Mental Health：
Multidisciplinary Collaboration in Obstetrics and Psychiatry

竹内　崇 1），倉澤　健太郎2），高橋　知久3），根本　清貴4），南　房香5,6），
相川　祐里7），渡邉　博幸8,9）

Takashi Takeuchi , Kentaro Kurasawa, Tomohisa Takahashi, Kiyotaka Nemoto, Fusaka Minami, 

Yuri Aikawa, Hiroyuki Watanabe

　近年，周産期メンタルヘルスの問題は医療界内外から多くの関心が向けられている．特

に，産後うつ，妊産婦の自殺，児の養育不全，子ども虐待問題など，その内容は多岐にわ

たっている．まず，産後にみられるうつ病，そして，その経過中に起こりうる妊産婦の自

殺を避けるために，妊娠や授乳における向精神薬内服の影響の理解と最適化が必要であ

る．また，親の精神的問題は，児に対する適切な養育を妨げ，子ども虐待につながる可能

性があるが，周産期からの介入は可能である．いずれにせよ，これらを円滑に行っていく

ためには，精神科と産科との多職種による連携はきわめて重要と考えられる．ここ数年に

おいて，さまざまな領域で動きがみられている．第一に，日本産婦人科医会・日本周産期

メンタルヘルス学会による研修会の開催である．特に日本産婦人科医会主催の研修会は，

さまざまな地域で行われてきた．続いて，精神疾患患者に対し，産科，精神科，地域が協

働でかかわることで算定されるハイリスク妊産婦連携指導料が定められた診療報酬改定で

ある．そのほか，産婦健康診査における精神状態の把握に関する行政からの指導や，各種

ガイドライン・マニュアル・診療ガイドが各学会によって作成されたことである．これら

の状況をふまえ，本稿は，「周産期メンタルヘルス―今後の発展すべき方向性とは―」と

いうテーマのもと，この領域の第一線で活躍している，産科医，精神科医，公認心理師を
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は　じ　め　に

　周産期メンタルヘルスの問題は，産後うつ，妊産婦の自

殺，虐待など多岐にわたり，近年注目度が高まっている．

これらの問題に対応するために，母子保健行政に関する情

報の取得，自殺や虐待に至る精神病理の理解，妊娠や授乳

における向精神薬内服の影響に関する情報のアップデート

はきわめて重要である．さらに，情報や理解を臨床現場で

実践していくためには，多職種による介入は不可欠と考え

られる．なお，「周産期」とは，一般的に妊娠 22週から出

生後 7日未満までの期間のことをいうが，文献などではさ

まざまな定義が用いられており，妊産婦の自殺に関する研

究では妊娠中から産後 1年としている6）．

　本稿は，周産期メンタルヘルスに関して，複数の異なる

職種の立場から論じることで，現時点で必要な情報を網羅

的に説明することを目的に，この領域の第一線で活躍して

いる産科医，精神科医，公認心理師を演者として迎えた第

119回日本精神神経学会学術集会でのシンポジウムの内容

をまとめたものである．まず，第Ⅰ章では，倉澤（産科医）

がわが国の母子保健行政に関する内容を，第Ⅱ章では，高

橋（精神科医）が虐待に至る親の精神病理とマネジメント

を，第Ⅲ章では，根本（精神科医）が周産期の薬物療法，

第Ⅳ章では，南（精神科医）が周産期の心理療法を，第Ⅴ

章では，相川（公認心理師）が周産期におけるコメディカ

ルの役割について，それぞれ執筆している．なお，第Ⅳ章

と第Ⅴ章では『周産期メンタルヘルスコンセンサスガイ

ド』に基づいた内容を中心に記述しているが，本ガイド

は，2017年に初版が日本周産期メンタルヘルス学会に

よって発行されたものである．そのなかで心理療法に関連

した内容は，当時の日本における統合的なエビデンスや一

貫して効果の確認された技法が少ないという判断から，英

国国立保健医療研究所（National Institute for Health and 

Care Excellence：NICE）のガイドラインをもとに概観し

たものに過ぎなかった34）．その後，精神療法におけるエビ

デンスが蓄積されてきたことから，2023年改訂版では，認

知行動療法，マインドフルネス，対人関係療法の各療法に

関して取り上げている35）．

Ⅰ．健やかな親子関係を醸成するために

1．�わが国の母子保健行政の変遷

　わが国における母子保健施策は，かつては『児童福祉

法』の一部として行われてきたが，1965年に『母子保健

法』が制定され現在に至っている．本法は，母子保健の向

上に関する措置として，妊産婦・乳幼児健康診査，妊産

婦・新生児などの訪問指導や妊娠の届け出・母子健康手帳

の交付などが規定されている．

　1990年代までの母子保健施策は，乳児死亡・妊産婦死

亡率の改善に主眼がおかれており，これらについてはおお

むね目標が達成されたといえよう．しかし，近年は女性の

社会進出などにより子どもを産み育てる環境が変化してお

り，核家族化，少子化，晩婚化・晩産化も相まって妊産婦

が安心して妊娠・出産・子育てするには課題が複雑化して

おり，十分な手当てがなされているとはいえない．実は，

少子化問題が社会に認知される以前の 1990年代より政府

は少子化対策としてエンゼルプランを策定し解決を図って

いたが，残念ながら現在に至るまで合計特殊出生率は低下

の一途をたどっている．その後，新エンゼルプラン，健や

か親子 21，子ども・子育て応援プラン，少子化社会対策大
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演者として迎えた第119回日本精神神経学会学術総会でのシンポジウムの内容をまとめ

たものである．はじめに，産科医が周産期医療を取り巻くわが国の状況について母子保健

行政に関する内容について論じ，続いて精神科医が子ども虐待に至る親の精神病理とマネ

ジメント，そして周産期メンタルヘルスのガイドラインなどに基づく薬物療法と心理療法

に関する最新のエビデンスの解説，最後に心理職がこの領域におけるコメディカルの役割

についてまとめたものである．本稿により，周産期メンタルヘルスの今後について知識を

深めることができ，精神科医の妊産婦に向き合う姿勢に主体的にかかわっていく変化がも

たらされるものと考えている．
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綱などを次々に策定し，2015年には『子ども・子育て支

援法』が施行され，現在はその成果が期待されているとこ

ろである．しかしながら，社会環境の変化のスピードは凄

まじく，妊産婦に対するタイムリーで適切な施策が講じら

れているとはいいがたく，晩婚化・晩産化もあり育児の孤

立化などによる妊産婦や乳幼児を取り巻く環境は一層過酷

になっている．死亡診断書（死体検案書）に後発妊産婦死

亡（妊娠中または妊娠終了後満 42日以降 1年未満の死亡）

が記載されるようになってはじめて「令和 5年版自殺対策

白書」に妊産婦の死亡が記載されたが，2022年における

妊産婦の自殺を状況別（妊娠中・産後別）にみると，妊産

婦は 65人であり，30歳代が 32人と最も多く，次いで 20

歳代が 22人，40歳代が 11人であった．また，妊娠中の

18人のうち 20歳代が 12人で最多であり，産後 1年以内

の 47人のうち 30歳代が 28人で最多であった21）．

　わが国の妊産婦に対する社会的な支援は，諸外国と比べ

ても潤沢とはいえないことは，社会保障費における家族支

出をみても明らかである．2016年に公表された世界経済

フォーラムによると，日本では高齢者 47.3％，家族 5.4％

であり，家族だけでみても，フランスでは 9.2％，スウェー

デン 13.1％，イギリス 16.7％となっている19）．海外に目を

向けてみると，わが国のジェンダーギャップ指数は 146ヵ

国中 125位であり47），日本でも女性のためにさまざまな支

援が可及的速やかに，かつ重点的に行われる必要がある．

政策実行のためには多方面からの研究の推進も重要な課題

であり，厚生労働科学研究費光田班では，社会的ハイリス

ク妊娠について多方面から検討を行っている20）．この研究

では，社会的ハイリスク妊娠を「さまざまな要因により，

今後の子育てが困難であろうと思われる妊娠」と定義し，

ハイリスクとなる要因として精神疾患や初産婦，予期せぬ

妊娠，経済的困窮，産科合併症，産後の貧血などさまざま

な因子が関与していることがわかった．そして，分娩取扱

施設では，産後長期に外来継続診療を行うことが少なく，

特に精神疾患を合併した女性の場合は産後 3ヵ月で 30％，

産後 1年でほぼ 0％となっており，子育てを行う産婦に対

する産婦人科医療施設のサポートは十分とはいえないこと

が明らかとなった．

2．�産婦健診の始まりと行政サポート

　母子健康手帳の交付は，行政の母子保健担当者が妊産婦

に接触する最初の機会であり，近年は助産師や保健師と

いった専門職が個別に対応することが多い23）．交付が妊娠

後半や産後になることもあるが，9割以上は妊娠初期に届

け出がなされ，妊婦の健康面のみならず社会経済的状況に

ついても把握することが可能であり，切れ目のない支援の

入り口ともいえる．近年は電子化の要望も大きいが，市区

町村担当者としては，対面で独自に開発されたアセスメン

トシートや質問票などを活用して，個別対応することも重

要視しており，個人に適した支援につなげていく試みがな

されている．

　妊婦健康診査は，段階的に公費負担回数が増えて 2015

年以降は，主に医療機関で妊娠期間のうち 14回程度実施

されている．『子ども・子育て支援法』に沿って厚生労働

大臣が「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」

を定めており，全国的におおむね同様のスケジュールで健

康診査が行われている．妊娠年齢の上昇や医療の発達もあ

り，健診業務は複雑化しているのが現状であり，医療機関

においてもメンタルヘルスの不調についてさまざまな角度

からアプローチしていることが多い．行政でも医療機関で

も保健指導を個別あるいは集団で行う機会が多くなってい

る．

　一方，産婦健康診査（いわゆる産後健診）における公費

負担は，これまでほとんどの市区町村で行われていなかっ

た．『母子保健法』上は，「妊産婦」健康診査を行うとされ

ているが，上記大臣告示の内容が「妊婦」健康診査となっ

ていることも原因の 1つかもしれない．そこで妊産婦の費

用負担軽減，さらに産後メンタルヘルスケアの観点から一

定の要件はあるものの，2017年度より産後 2週間および

1ヵ月の産婦に対する健康診査の助成が始まることとなっ

た．ここでは，母体の身体的機能の回復や授乳状況のみな

らず精神状態の把握を実施することが義務化され，その結

果についても市区町村に報告する設計になっている．これ

まで妊婦健康診査は，市区町村の行政サービスの一環とし

て各種検査が行われており，検査結果の報告は一部を除い

て行われていなかった．行政が結果を把握するということ

は，事業の評価や新たなプランの策定や実行のためにはき

わめて重要である．「産婦健康診査」は，今後の子育てを地

域で支えていくべきとの考えもあり，医療機関での負担が

1つ増えるデメリットはあるが，結果を報告するように

なった意義は大きい．

3．�日本産婦人科医会の取り組み

　日本産婦人科医会では，2011年より分娩取扱施設で

「妊娠等で悩んでいる妊婦の相談窓口」などを設置し，増
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えつつある望まぬ妊娠やその後に起こる虐待事例に対応を

試みてきた．これはまさに，わが国のかかえる周産期医療

の問題点が，母体死亡や合併症などといった身体的支援か

ら精神面でのケアに移行しつつある時期であった．しか

し，0歳児の 0日死亡事例でもわかるように，医療機関へ

のアクセスが問題となっていたことや，産婦人科医をはじ

め多くの医療職が妊産婦の精神的な支援に慣れていないこ

とが課題として指摘されていたことから，2015年に妊産

婦の心のケアに関する知識や技術を学ぶべく，「母と子の

メンタルヘルスフォーラム」を開催するに至っている．周

産期メンタルヘルスプロジェクトと称して，拾い上げるべ

き妊産婦のスクリーニングとケア，教育・研修システム，

行政や他科を交えた連携システムを構築することが目的で

あり，以降，試行錯誤と改善を重ねて現在に至っている．

2021年には母子保健の現場で，助産師や保健師が日常的

にしばしば使用している『妊産婦メンタルヘルスケアマ

ニュアル』が 4年ぶりに改訂され31），多くの産婦人科医の

参考書となっている．そして，特に力を入れているのが

「母と子のメンタルヘルスケア研修会」の開催である．こ

の研修会では，すでにメンタルヘルスの介入がなされてい

るようなリスクの高い対象に専門的な立場から介入を行う

ハイリスクアプローチではなく，すべての妊産婦を対象と

したポピュレーションアプローチにより，リスクの有無は

問わずすべての集団に働きかけてリスク低減をめざすため

の知識や対応を学ぶことを目標にしている．プログラムは

目的により 3段階に分かれており，入門編では「3つの質

問票」を用いてメンタルヘルスのスクリーニングができる

ようになること，基礎編では精神障害の病態や治療につい

ての理解を深め，支援が必要な妊産婦に対する傾聴と共感

によるケアができるようになること，となっている．応用

編は指導者講習としての位置づけで，多職種連携に関する

実践的内容となっている．

Ⅱ．子ども虐待における親の精神病理と�
マネジメント

　子ども虐待のリスク因子の多くは周産期に確認すること

ができる．子ども虐待予防のためには，周産期からの親の

精神病理に関するアセスメントとマネジメントが重要であ

る．

1．�子ども虐待のリスク因子

　子ども虐待のリスク因子は虐待の種類によって異なり，

さらに親の年齢や学歴などの親因子，子どもの心身の障害

などの子ども因子，離婚歴や社会経済状況などの家族因子

などそれぞれの要素が影響しあい，非常に複雑で捉えづら

いものとなっている．メタ解析や集団研究によると親因子

が多く指摘されており，親のメンタルヘルス，ストレス，

怒りや過敏性，低学歴，自尊心の低さのほか，社会経済状

況，家庭内暴力などが挙げられている28,37,41）．親因子のな

かでもメンタルヘルスが最も強い相関を示しているという

総説もある49）．親のうつ病やアルコール，物質使用障害な

どの精神疾患が養育不全のリスクを有意に増加させるとい

う報告7）や，周産期メンタルヘルスの問題は養育不全のリ

スクを上げるという報告3）がある．子ども虐待をする母親

の 98.5％が精神的愁訴をもち，その多くは親がアルコール

依存症であったり，離婚，家庭内暴力などのある混乱した

家庭の出身だったり，被虐待歴をもつというわが国の報告

もある40）．世代間伝達については，母親の身体的被虐待歴

が母親の社会的孤立と攻撃的な反応を媒介し子ども虐待と

関連しているという報告がある4）．

2．�子ども虐待による死亡事例より

　こども家庭庁の「こども虐待による死亡事例等の検証結

果等について（第 19次報告）」18）によると，2021年度 1年

間の心中以外の虐待死は 50人で，そのうち 48％の 24人

が 0歳である．妊娠期・周産期の問題については，若年

（10歳代）妊娠（14％），遺棄（14％），計画していない妊

娠（32％），妊婦健康診査未受診（28％），母子健康手帳未

発行（18％）などの問題が一定の割合で認められている．

心中以外の虐待死の実母の心理的・精神的問題について，

養育能力の低さ，育児不安，知的障害などの問題解決能力

の低さ，不安抑うつ状態，衝動性や怒りのコントロール不

全などの感情調整の問題が高い割合で認められる．心中に

よる虐待死では育児不安，抑うつ状態が高い割合となって

おり，精神障害の割合も 33.3％と高く，その 64％が気分障

害となっており，抑うつが中心の病態のようである18）．

3．�親の精神的問題からみた子ども虐待のリスク因子と保

護因子

　子ども虐待のリスク因子として挙げられている横断的な

親の精神的問題を暫定的に分類する．（i）若年，知的障害，

養育能力の低さ，育児不安など問題解決能力の低い一群，
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（ii）離婚，被虐待歴，衝動性，攻撃性などの問題を有する

一群，（iii）妊婦健診未受診，母子手帳未発行，計画してい

ない妊娠などの一群などがあり，これらは重複する．（ii）

においては対人不信や対人関係を維持することの困難さ，

感情調整の困難さなどが存在するかもしれない．（iii），あ

るいは妊娠中の飲酒・喫煙の問題などにおいては児への愛

着の乏しさが伺える．

　さらに直接的なストレスとして家庭内暴力や社会経済状

況（貧困）などがあると，これらの親の精神的問題と相互

に作用して子ども虐待のリスクが上昇する可能性がある．

子ども虐待の最大の保護因子である周囲のサポート44,49）に

より子ども虐待のリスクが低下することが考えられるが，

上記に述べた親の精神的問題により起こりうる社会的孤立

は周産期からの支援を阻害する可能性がある．

　また，精神疾患により判断力の低下などが起こり，虐待

に至る事例もあるが，既存の精神疾患そのものが子ども虐

待の直接的なリスクになるというよりは，親の精神的問題

や直接的なストレス，社会的孤立などの虐待リスク因子の

影響から精神疾患を発症している場合もある．

4．�アセスメントとマネジメント

　防衛医科大学校病院の子どもの安全委員会（Child Pro-

tection Team：CPT）では，2013年から 2020年までの間

に 276例が報告され，その 6割で事例検討会を実施した．

虐待が生じた事例，疑われる事例，特定妊婦などを対象と

しており，そのうち 7割を特定妊婦が占めている42）．CPT

の精神科医は当事者および家族の精神医学的評価を行って

いる．精神疾患の診断や治療内容に加えて，家族メンバー

個々の特性や生育歴，対人関係をわかる範囲で確認し，各

個人の不安耐性や衝動性，対人関係特性，家族病理などに

ついて評価している．事例検討会においては事例の生活史

を時系列にまとめ，精神病理について見立て・仮説を立て

る．三世代まで入るジェノグラムを作成し，知りえた情報

を書き込むことで関係性理解に努めている．多職種の支援

者により介入の必要性や方法について検討し，継続的な支

援関係を結ぶために必要な事例理解を共有している．

　同院での経験をもとに，特定妊婦，特に対応に難渋する

介入拒否傾向のある妊婦や未治療精神病圏妊婦のマネジメ

ントについて以下に述べる．まず関係各所との連携は必須

である．各部署により評価可能な項目が異なり，緊急性に

応じて事例検討会を実施する．切迫早産などの身体的緊急

性，幻覚妄想状態，希死念慮などの精神的緊急性などは早

急に評価する必要がある．精神病状態などにより自己決定

能力が損なわれていると評価されるときは非自発的入院も

検討する．同時に支援体制や養育能力を評価し，子ども虐

待のリスク評価を行う．事例検討会を実施した際には上記

のような精神医学的アセスメント（見立て・仮説を含む）

を共有する．次に関係性の維持・強化に努める．産婦人科

主治医や精神科主治医，行政担当者との関係性の維持はき

わめて重要な要素である．まずは安全な分娩をめざし，本

人への批判や叱責は厳に慎む．極力共感的に生活歴を聴取

し，支持に努める．最後に，必要に応じて家族の支援や公

的サポートの強化を図るように努める．

　以上のように，周産期からの子ども虐待の予防には精神

科医が重要な役割を果たす．精神科医の積極的な周産期診

療への参加，患者，医療者の周産期メンタルヘルスリテラ

シーの向上が求められる．

Ⅲ．ガイドラインにみる周産期の薬物療法

　精神科に通院している患者から「妊娠しましたが薬はど

うしたらいいですか？」と質問されて当惑した経験のある

精神科医は少なくないであろう．近年，周産期メンタルヘ

ルスに関してのガイドラインが充実してきている．ここで

は，主に統合失調症，うつ病，双極症に焦点をあてて一部

のガイドラインを紹介する．

1．�統合失調症

　統合失調症は，疾患そのものが妊娠に与える影響は明ら

かではない．しかし，統合失調症に罹患していることによ

る二次的な社会機能の低下が分娩合併症のリスクを高める

ことが指摘されている26）．統合失調症を有している女性は

産後の精神症状が増悪しやすいことも知られている29）．

　抗精神病薬が妊娠に及ぼす影響としては，抗精神病薬は

第一世代・第二世代抗精神病薬ともに胎児の先天異常のリ

スクを有意に増やさないことが示されている13）．一方，妊

娠中の抗精神病薬内服が妊娠糖尿病のリスクを増やすこと

が示されている22）．なお，わが国ではハロペリドール，ブ

ロムペリドールは妊娠に禁忌となっていることに留意する

必要がある．

　授乳に関してであるが，抗精神病薬は児の母乳からの薬

剤摂取は治療量の10％に満たないことが大半であり，大半

の薬剤で薬物治療と母乳栄養の両立が可能と考えられてい

る．これらの知見を受けて，現在，多くの添付文書が「治
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療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し，授乳の継続

又は中止を検討すること」と改訂されてきている．しか

し，依然として「授乳中の婦人に投与する場合には，授乳

を中止させること」となっているものもある．このことか

ら添付文書とエビデンスに乖離がある場合にはどちらも示

しつつ，患者と共同意思決定を行うことが好ましい．

　これらから『統合失調症薬物治療ガイドライン 2022』

では，統合失調症患者に対しては，妊娠中・授乳中であっ

ても抗精神病薬の治療を継続することを推奨している32）．

2．�うつ病

　うつ病自体が一般的な産科合併症のリスクを上げるかと

いうことについては，統一した見解は得られていない．一

方，うつ病を治療しないことによる早産・胎児発育不全の

リスク増加の報告があり，抑うつ状態が胎児の発育に影響

を与える可能性が指摘されている15）．

　抗うつ薬の催奇形性に関しては，選択的セロトニン再取

り込み阻害薬（selective serotonin reuptake inhibitor：

SSRI）と催奇形性についての研究が多い．大規模コホー

ト研究によると，妊娠第 1三半期の SSRI投与により心奇

形のリスクが上昇するが，対照者をうつ病患者で SSRIを

内服していない者とし，さらに交絡因子を調整すると，心

奇形の有意なリスク増加はみられなかった12）．その他にも

共変量を考慮すると，SSRIの内服は大奇形や心奇形のリ

スクを大きく増加させることはないという結果が示されて

いる．SSRI以外についてもサンプルサイズは小さいもの

の催奇形性が有意に増加するという報告はない．

　妊娠中の抗うつ薬使用と児の自閉スペクトラム症

（autism spectrum disorder：ASD）および注意欠如・多動

症（attention dificit activity disorder：AD/HD）のリスク

との関連について複数のメタ解析が行われ，共変量を考慮

すると，抗うつ薬と ASD，AD/HDのリスク増加には関連

がないことが示されている24）．授乳であるが，一般に，抗

うつ薬は乳汁移行が低く，授乳中の使用は安全と考えられ

ている．

　以上をまとめて『周産期メンタルヘルスコンセンサスガ

イド 2023』では，「妊娠中に発症あるいは再燃・再発した

うつ病患者の薬物療法については，重症度に応じて，抗う

つ薬使用を考慮することが勧められる」としている35）．

3．�双極症

　気分安定薬が妊娠に与える影響は大きい．炭酸リチウム

は先天性心疾患の発生率が上昇することが知られており，

わが国では添付文書上，禁忌となっている．しかし，近年

のメタ解析では，リチウムは第 1三半期に 600 mg/日以下

ではリスクは上昇していなかった10）．英国NICEガイドラ

インでは，「リチウムを使用している場合，以下の 3つの

選択肢を考慮する．1．抗精神病薬に変薬する．2．第 1三

半期はリチウムを休薬し，それ以降にリチウムを再開す

る．3．リチウムしか効果がない場合はリチウムを継続す

る」となっている30）．カナダのCANMATガイドラインに

おいては「近年のデータでは，リチウムのリスクは過剰評

価されていた可能性がある」となっており，国際的にリチ

ウムのリスクは以前ほど高くないと評価されてきてい

る5）．これらをふまえて，『日本うつ病学会診療ガイドライ

ン双極症 2023』では，「リチウムは，第二世代抗精神病薬

など他の治療薬が効果的でない場合を除いて，使用しない

ことを弱く推奨する」となっている36）．バルプロ酸は先天

異常のリスクがベースラインの約 3倍に高まることが示さ

れている45）．また，大奇形だけでなく，児の発達にも影響

を引き起こすことが知られている46）．これらから，妊娠可

能年齢の双極症の女性にはバルプロ酸の使用は避けるべき

である．カルバマゼピンも形態学的先天異常が知られてい

るが，用量依存性がある．ラモトリギンに関しては先天異

常のリスクは増加しない．なお，カルバマゼピンもラモト

リギンも児の発達の遅れは認められない．

　授乳に関しては，バルプロ酸，カルバマゼピンは乳汁移

行性が低く，児に有害事象が出る可能性は低い．また，リ

チウム，ラモトリギンは，乳汁移行性はバルプロ酸やカル

バマゼピンに比べると相対的に高いものの，児の血中濃度

は一定程度に保たれ，重篤な有害事象の報告は少ない．こ

のため，『日本うつ病学会診療ガイドライン双極症 2023』

では，「産後（授乳婦を含む）の双極性障害の患者に対し

ては，授乳中であっても気分安定薬を使用することを弱く

推奨する」となっている36）．

Ⅳ．周産期の心理療法の今後の展望

　冒頭でも述べたように『周産期メンタルヘルスコンセン

サスガイド 2023』35）では，心理療法の CQが追加された．

ここでは，このコンセンサスガイドに沿って 3つの心理療

法について解説をし，今後の周産期心理療法の展望につい

て論じる．
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1．�認知行動療法

　認知行動療法（Cognitive behavioral therapy：CBT）と

は，患者が現在かかえている問題に焦点をあて，認知（考

え方）や行動へ働きかけることで，患者が自分自身で困難

を乗り越えられるよう支援する心理療法である35）．周産期

の軽度～中等度の抑うつ・不安に対して CBTは効果が十

分に示されており，強く推奨されている35）．周産期のCBT

は，各研究グループが周産期に適したプログラムを開発し

ており，回数などや実施方法はさまざまで，標準的な CBT

よりも短期間で回数が少ない傾向にある．注目すべき点と

して，心理職だけではなく短期間のトレーニングなどを受

けた助産師，看護師，保健師などの非心理職によるCBTプ

ログラムが多く行われており，十分に効果を示している．

Li，X．らのメタアナリシスによると，介入実施者が，専門

家vs非専門家で，短期的な抑うつへの効果における差を認

めていない25）．今後，わが国でも助産師や保健師が通常業

務として行う保健指導や訪問ケアに，簡易 CBTを組み合

わせ導入していくと効率的なケアにつながる可能性があ

る．ただし，わが国での非専門家による低強度 CBTにつ

いては，トレーニングや実施環境の整備など，今後の発展

が期待される．周産期の抑うつ・不安に悩む女性は，その

精神症状および治療を求めることに抵抗感を示し，自ら求

めず，適切な支援へつながることが難しい傾向がある8,27）．

セルフヘルプによる CBTは物理的にも心理的にもアクセ

スしやすく，コストの点においても有用性が高い．複数の

RCTではインターネットを用いた CBT（Internet‒based 

CBT：iCBT）は周産期の抑うつと不安に効果が示された

が，先述のメタアナリシスでは，ガイドなしの周産期 CBT

は，不安に対しては有意な効果を認めたが抑うつ症状への

効果は有意差を示せておらず25），今後のさらなる研究やプ

ログラム開発が望まれる．

2．�マインドフルネス

　マインドフルネスとは，「今ここで生じる体験に，意図的

に，その瞬間に，評価や判断を加えることなく注意を向け

ることで生じる気づき」を意味する心理的態度・状態と，

それを高める瞑想やヨーガといった特定の心身修養法から

構成されるプログラムを指す言葉である34）．

　周産期の軽度～中等度の抑うつ・不安の予防および低減

に対するマインドフルネスの有効性が示されているが，い

まだ論文数が少なく，弱く推奨されている35）．Mindful-

ness‒Based Childbirth and Parenting Program（MBCP）

は，8 週間の Mindfulness Based Stress Reduct ion

（MBSR）に妊娠・出産の内容を加えた，3時間×9週間の

プログラムである．妊娠・出産に続く育児においても役立

つレジリエンスを身につける助けになるとしている．台湾

で行われた RCTでは，妊娠 13～28週の一般の妊婦（精神

病症状の既往・母体または胎児の合併症を有する者は除

外）を対象に 8週間に修正したMBCPを施行し通常ケア

群と比較したところ，妊娠 36週時点において，ストレス

と抑うつ症状が有意に低く，出産の自己効力感とマインド

フルネススコアが有意に高いことが示された38）．このよう

に，マインドフルネスによる介入は，ハイリスク群に限ら

ず，一般妊産婦に対してもポジティブな効果が得られる可

能性が示唆され，母子保健における一次予防としての活用

も期待される．プログラムは 8週間程度のものが多いが，

短期間の集中的なプログラム（2.5日）でも抑うつ症状が

低減したとの報告があり9），それぞれの妊産婦に合わせた

実施方法での効果も期待される．

3．�対人関係療法

　対人関係療法（Interpersonal Psychotherapy：IPT）と

は，治療初期に選択された問題領域における「現在の対人

関係」に治療の焦点をあてることで症状改善をめざす，う

つ病を対象として開発された精神療法である．周産期は大

きな役割の変化の時期であり，その際には重要他者との不

和をかかえることも多く，IPTが役立つ可能性がある35）．

周産期の軽度～中等度の抑うつ・不安に対する IPTによる

治療や予防の有効性は十分に示されているが，日本では提

供できる施設が限られていることも加味し，弱く推奨され

ている35）．Interpersonal Psychotherapy for perinatal 

Depression（IPT‒P）は IPTを周産期うつ用に修正した治

療法で，対人関係に関する情報収集の際に重点をおく点や

選択される問題領域が特徴的である．例えば，産後うつに

対する IPTでは，対人関係に関する情報収集の際，乳児・

パートナー・患者自身の家族・パートナーの家族・友人と

の関係性に重点をおく必要がある．個人療法のみならず，

集団療法（Group Interpersonal Psychotherapy：IPT‒G）

も効果がみられる．IPT‒Gは対象者同士の精神的支え合い

により，治療の脱落率を抑えることが期待でき，治療後 2

年間のうつ病の再発が防がれたという報告もある39）．海外

では産科などの医療機関や行政機関などで IPT‒Gが多く

実施されている．
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4．�周産期の心理療法の展望と課題

　周産期の心理療法はいまだシステムやアクセスの点にお

いて十分に整備されていない．周産期の心理的ケアは

WHOにより母子保健におけるステップドケアが提唱され

ている48）．妊産婦に精神的不調を認めた際にはリスクと重

症度を分類し，ハイリスクまたは重症な妊産婦には高強度

な介入を提供し，軽症以下の妊産婦には低強度な介入やセ

ルフヘルプを通じた支援を行うことにより，効率的で効果

的な予防および治療が可能となる仕組みである．このス

テップドケアをわが国の妊産婦の支援に適用する場合，周

産期の抑うつ・不安にエビデンスを有する心理療法を，各

対象に応じて取り入れることが有用であると考えられる．

例えば，まだ精神症状を有さない妊産婦に対して予防的な

アプローチとして，CBTの周産期に特化したセルフヘル

プ資材の提供や妊産婦向けのマインドフルネスに参加でき

る機会の提供が役に立つ可能性がある．また一時的や軽度

な精神不調を有する妊産婦に対して母子保健にかかわる助

産師・看護師・保健師などから低強度（例えば数回で完結

するものや集団療法など）な心理療法を広く提供できれ

ば，適切なタイミングで効率的に介入が行えるであろう．

中等度以上の精神不調に対しては精神科医と相談のもと，

心理職などの専門家による高強度の CBTまたは IPTの提

供が望ましい．このように精神不調を有する妊産婦のすべ

てが高強度の心理療法を要するわけではなく，リスクと重

症度が高くない妊産婦向けに広く低強度の CBTを提供す

ることはコストとベネフィットの双方でメリットがあると

考える．ただし，これらを実現するためには，周産期にか

かわる多職種が心理的介入技法を習得するための教育機会

の拡充が急務である16）．そのうえで，母子保健領域でのス

テップドケアに基づく介入システムの整備が最も重要な課

題となる．さらに，より効果的なセルフヘルプ資材の開発

が望まれる．このようにステップドケアに基づき効率的に

心理的ケアを妊産婦に届けることが可能になれば，妊産婦

やその家族だけではなく，次世代にも良い影響が及ぶこと

が期待される．

Ⅴ．周産期メンタルヘルスケアにおける�
コメディカルの役割

　周産期における心理療法は，心理専門職以外でも実践で

きる可能性があるのは前述したとおりである．ここでは，

周産期メンタルヘルスケアにおける看護職および心理職と

いったコメディカルの役割について提示し，続けて済生会

横浜市東部病院の取り組みを紹介する．

1．�看護職（助産師・看護師・保健師）に期待される役割

　『周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド 2023』35）に

おいてメンタルケアを担う人材として看護職が示されるな

ど，精神科医療に抵抗感のある妊産褥婦にも自然にかかわ

れる看護職は周産期メンタルヘルスケアを担う役割を期待

されている．妊産褥婦は，社会や個人のスティグマ，薬物

の催奇形性や母乳移行性リスクなどへの恐れから，精神科

などの専門的加療にはつながりにくいことがわかってい

る9）．そして症状コントロールの不良のままで悪化してし

まうと，母子や家族にとってかけがえのない時期に家族の

絆を形成することが阻害され，子どもの認知・社会的情緒

発達への悪影響など，多くの有害なアウトカムに関連して

しまう11,17）．そのため，うつ病，不安障害，死産，新生児

死亡，乳幼児疾患などさまざまな状況に対して，助産師に

よる心理的健康の評価と情緒的支援を行うことは，国際助

産師連盟によって必須の能力としても示されている14）．し

かし，看護職側から考えると，メンタルケアを提供する以

前に，母親の出産年齢の上昇や肥満割合の増加など，出産

にまつわる多様性や複雑性が増しているため，すでに看護

職の仕事量は増大している．また，周産期に従事する看護

職にとって，メンタルケアや精神疾患合併妊産婦への対応

は専門ではなく，戸惑いや心理的負担が大きいことが推測

される．2018年に実施された臨床助産師を対象とした

フォーカスグループインタビュー調査でも，助産師はスク

リーニングツールの適切な使用方法がわからないことか

ら，相談先が少ない心もとなさ，役に立っていない自責感

までが表出された2）．そのうえで改めて，身体的ハイリス

クを含む妊産婦のケアに追われる医療現場を考えると，実

際に臨床の看護職が各心理療法のトレーニングを受け臨床

で実施するには，面接時間が短い簡易版であってもさまざ

まな障壁があることが予測される．また，保健師は，地域

全体および地域の人々の健康の保持・増進をはかり，健康

状態を認識し行動変容をはかることができるよう活動する

専門職である．そのため，母子保健活動もすべての母子を

対象としたポピュレーションアプローチを基本とし，母子

健康手帳交付時の全数面接から，出産後は『母子保健法』

に基づく新生児訪問指導や，『児童福祉法』に基づく乳児

家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）などの活動

を通じて，健康水準の向上をめざす役割を担っている．包
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括的な支援をしつつハイリスク妊産婦へのきめ細かな対応

を併行して求められる活動は，保健師にとっても負担が増

していると思われる．そのため，心理職が周産期メンタル

ヘルスケアを担うメンバーの一員となり，さまざまな障壁

の低減やスムーズな多職種連携に寄与していくことができ

ることが望ましいと考える．

2．�心理職に期待される役割

　公認心理師は，2015年に成立した『公認心理師法』に

基づく，心理職の国家資格である33）．それ以降は原則とし

て，診療報酬上評価する心理職の範囲が「公認心理師」に

統一された43）．ただ，心理相談やカウンセリングといった

業務そのものに保険点数の項目はないことが多く，周産期

メンタルヘルスケア領域でもまだできていないため，所属

する組織の収益に寄与する専門職として認知されるまでに

は，まだまだ議論や時間が必要かと思われる．しかし，看

護職がスキルを習得しやすい環境づくりのため，心理療法

に関する教育・研修を共に企画実施する，医療者がメンタ

ルヘルスケアを提供した際はその相談に乗る，医師や看護

職が各々の専門業務に専念すべき場面ではメンタルヘルス

ケアは心理職が担うなど，臨機応変に心理職が分担できる

場面はあると考えられる．

3．�済生会横浜市東部病院の取り組み

　済生会横浜市東部病院では，ペアレンティング・サポー

ト委員会が設置され，院内外の多職種で連携し，チーム医

療として周産期におけるメンタルケアを提供できるよう活

動している1）．なお，チーム医療の構成員は，医師（産科

医・精神科医・新生児科医），看護職（助産師・看護師・

保健師），コメディカル（心理職，薬剤師，ソーシャルワー

カー）から成り立っている．

　同院でチーム医療を提供する場合はまず，妊娠中の健診

ですべての妊婦に助産師が面接を行い，その結果，専門的

なメンタルケアが必要と判断したケースの人には「心理師

にお話だけでもしてみませんか」という紹介をし，本人や

家族の承諾が得られた場合は，心理職が個別に面接を実施

している．話すだけで気持ちが楽になるケースもあれば，

医師の診察と服薬などの加療が必要な妊産婦もおり，その

場合は精神科医や薬剤師，ソーシャルワーカーとも協働し

ていくこととなる．このような活動を続けるなかで，心理

職の役割は本人や家族の，混乱や途方に暮れる気持ちに寄

り添いつつ，必要な専門医療への橋渡しをしながら伴走

し，できるだけ安定した状態で出産や子育てに臨めること

を共にめざすことだと考えられる．

4．�心理職が配慮すべきこと

　周産期領域を専門とする心理職はまだ少数ではあるが，

チームに心理職が入ることで，メンタルヘルスケアが専門

ではない職種も安心して，保証を得ながら患者対応・支援

ができるための後方支援となり，身体科の医療者が本来の

業務に専念できるためのタスクシフト先にもなれるのでは

と考えられる．そのために心理職側が配慮すべきことは，

心理面接で何が行われているかわかりにくい「閉じた個人

臨床」から，ケースを通じたやり取りやわかりやすい見立

ての伝え方などを工夫し「業務の透明化」を図ること，ま

たチーム医療への関与，多職種カンファレンスへも積極的

に参加することで，周産期多職種チームでも心理職が認知

され，患者家族や他の専門職から「まずちょっと心理師さ

んに相談してみよう」というような，アクセスしやすい存

在になっていくことが望まれる．

お　わ　り　に

　産科医，精神科医，公認心理師といった，異なる立場か

らみた周産期メンタルヘルスの今後の発展すべき方向性に

ついて論じた．変わりゆく社会情勢のなかでの周産期に対

する行政の動き，周産期に確認できるとされる子ども虐待

のリスク因子の評価とそのマネジメント，最新のガイドラ

インに基づく周産期の薬物療法，周産期における心理療法

の有効性，そして周産期におけるコメディカルの役割につ

いて，網羅的に把握することができ，さまざまな視点から

の理解が進んだものと考えている．本稿が，周産期メンタ

ルヘルスに関する精神科医のリテラシー向上につながるこ

とを願っている．
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　　In recent years, perinatal mental health issues have attracted considerable attention within 

and outside the medical community. These issues include postpartum depression, maternal sui-

cide, child neglect, and abuse. Optimizing psychotropic drug use during pregnancy and lacta-

tion is essential to prevent postpartum depression and reduce the risk of maternal suicide. 

Parental mental health problems may interfere with proper child nurturing, potentially leading 

to child abuse. However, early interventions during the perinatal period can help mitigate these 

risks. Effective support can be facilitated through multidisciplinary collaboration between psy-

chiatry and obstetrics.

　　Over the past few years, progress has been made in several areas aiming to improve peri-

natal mental health. The Japan Association of Obstetricians and Gynecologists and the Japa-

nese Society of Perinatal Mental Health have held workshops and revised their medical fee 

guidelines to classify pregnant and nursing women with psychiatric disorders as high‒risk 

patients, thus qualifying them for pregnant and nursing women’s collaborative guidance fees. 

Moreover, the government now offers guidance on mental health status during maternity health 

examinations. Various guidelines, manuals, and medical guides have been developed.

　　This report summarizes a symposium held at the 119th Annual Meeting of the Japanese 

Society of Psychiatry and Neurology, which included speakers who are active at the forefront 

of this field, including obstetricians, psychiatrists, and licensed psychologists. This sympo-

sium, titled“Perinatal Mental Health ‒ What Direction Should We Take in the Future?”began 

with an obstetrician discussing maternal and child health administration in Japan’s perinatal 

care system. Then, a psychiatrist addressed the psychopathology and management of parents 

who abuse their children, presenting the latest evidence on pharmacotherapy and psychothera-

py based on perinatal mental health guidelines. The symposium concluded with a psychologist 

highlighting the role of paramedical staff in this area.

　　We hope this article enhances the understanding of the future of perinatal mental health and 

fosters more supportive attitudes among psychiatrists toward expectant and nursing mothers.
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